
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度地下水の水質測定計画（追補版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

東京都 

 

 

  



 

本計画（追補版）は、「令和５年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」におけ

る「２ 令和５年度地下水の水質測定計画」記載内容において、ペルフルオロオク

タンスルホン酸（PFOS）、及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）に係る、概況調査の

測定地点を追加するものである。 

計画５（２）測定の地点及び地点ごとの測定項目において、測定の種類ごとの測

定の地点数については表５を追加し、概況調査（ローリング方式）における測定地

点ごとの測定機関及び測定項目については別表第４、及び別表第５を追加する。概

況調査（定点方式）における測定地点ごとの測定機関及び測定項目については別表

第６を追加する。なお、概況調査（定点方式）については、概況調査（ローリング

方式）により明らかになった状況を考慮し、測定地点を決定する。 

 

 

表５ 測定の種類ごとの測定の地点数 
 測定機関 

合計 
東京都 八王子市 町田市 

測
定
の

種
類 

概況調査（ローリング方式）※１ 74 0 0 74 

概況調査（定点方式）※2 9 0 0 9 

※１ ローリング方式による次年度予定のブロック等について早期に調査を行う。 

※２ PFOS及び PFOAの検出状況と地元自治体の意見を考慮して調査地点を選定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第４ 概況調査（測定ブロック、測定機関及び測定項目） 
・ローリング方式：③、⑦、⑪、⑮、⑲ 

番

号 

測
定
ブ
ロ
ッ
ク 

測

定

機

関

名 

測定項目注  

番

号 

測
定
ブ
ロ
ッ
ク 

測

定

機

関

名 

測定項目注 

環
境
基
準
項
目
Ⅰ 

環
境
基
準
項
目
Ⅱ 

要
監
視
項
目
Ⅲ 

要
監
視
項
目(

新
規) 

環
境
基
準
項
目
Ⅰ 

環
境
基
準
項
目
Ⅱ 

要
監
視
項
目
Ⅲ 

要
監
視
項
目(

新
規) 

１ 千代田区 東京都    ○  34 八王子市 東京都    ○ 

２ 港区 東京都    ○  35 八王子市 東京都    ○ 

３ 新宿区 東京都    ○  36 立川市 東京都    ○ 

４ 文京区 東京都    ○  37 武蔵野市 東京都    ○ 

５ 台東区 東京都    ○  38 三鷹市 東京都    ○ 

６ 墨田区 東京都    ○  39 青梅市 東京都    ○ 

７ 品川区 東京都    ○  40 府中市 東京都    ○ 

８ 目黒区 東京都    ○  41 昭島市 東京都    ○ 

９ 大田区 東京都    ○  42 調布市 東京都    ○ 

10 大田区 東京都    ○  43 町田市 東京都    ○ 

11 世田谷区 東京都    ○  44 町田市 東京都    ○ 

12 世田谷区 東京都    ○  45 町田市 東京都    ○ 

13 世田谷区 東京都    ○  46 小金井市 東京都    ○ 

14 渋谷区 東京都    ○  47 小平市 東京都    ○ 

15 中野区 東京都    ○  48 日野市 東京都    ○ 

16 杉並区 東京都    ○  49 東村山市 東京都    ○ 

17 豊島区 東京都    ○  50 国分寺市 東京都    ○ 

18 北区 東京都    ○  51 国立市 東京都    ○ 

19 荒川区 東京都    ○  52 福生市 東京都    ○ 

20 板橋区 東京都    ○  53 狛江市 東京都    ○ 

21 板橋区 東京都    ○  54 東大和市 東京都    ○ 

22 練馬区 東京都    ○  55 清瀬市 東京都    ○ 

23 練馬区 東京都    ○  56 東久留米市 東京都    ○ 

24 足立区 東京都    ○  57 武蔵村山市 東京都    ○ 

25 足立区 東京都    ○  58 多摩市 東京都    ○ 

26 足立区 東京都    ○  59 稲城市 東京都    ○ 

27 葛飾区 東京都    ○  60 羽村市 東京都    ○ 

28 葛飾区 東京都    ○  61 あきる野市 東京都    ○ 

29 江戸川区 東京都    ○  62 西東京市 東京都    ○ 

30 江戸川区 東京都    ○  63 瑞穂町 東京都    ○ 

31 八王子市 東京都    ○  64 日の出町 東京都    ○ 

32 八王子市 東京都    ○  65 奥多摩町 東京都    ○ 

33 八王子市 東京都    ○         

 注 測定項目の詳細は、計画表２のとおりである。 



 

別表第５ 概況調査（測定ブロック、測定機関及び測定項目） 

・ローリング方式：①、②、④、⑤、⑥、⑩、⑯、⑰、⑳ 
 

番

号 

測
定
ブ
ロ
ッ
ク 

測

定

機

関

名 

測定項目注 

環
境
基
準
項
目
Ⅰ 

環
境
基
準
項
目
Ⅱ 

要
監
視
項
目
Ⅲ 

要
監
視
項
目(

新
規) 

１ 八王子市 東京都    ○ 

２ 八王子市 東京都    ○ 

３ 八王子市 東京都    ○ 

４ 八王子市 東京都    ○ 

５ 八王子市 東京都    ○ 

６ 八王子市 東京都    ○ 

７ 八王子市 東京都    ○ 

８ 八王子市 東京都    ○ 

９ 八王子市 東京都    ○ 

 注 測定項目の詳細は、計画表２のとおりである。 

 

 

別表第６ 概況調査（測定機関及び測定項目） 

・定点方式 
 

番

号 

測

定

機

関

名 
測定項目注 

環
境
基
準
項
目
Ⅰ 

環
境
基
準
項
目
Ⅱ 

要
監
視
項
目
Ⅲ 

要
監
視
項
目(

新
規) 

１ 東京都    ○ 

２ 東京都    ○ 

３ 東京都    ○ 

４ 東京都    ○ 

５ 東京都    ○ 

６ 東京都    ○ 

７ 東京都    ○ 

８ 東京都    ○ 

９ 東京都    ○ 

 注 測定項目の詳細は、計画表２のとおりである。 

 


